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別紙１  物産館管理運営業務仕様書 

 

１ ． こ の仕様書に基づき 管理する 施設 

施設の名称 鷹栖町物産館 

施設の所在地 鷹栖町北１ 条２ 丁目７ 番 32 号 

施設の概要 

構造・ 規模 ：  鉄骨造陸屋根平屋建 

敷 地 面 積 ：  4, 504. 38 ㎡ 

延 床 面 積 ：  本体 131. 61 ㎡+チャ レ ンジショ ッ プ（ 規模未定）  

本   体 ：  売場、 休憩室、 倉庫、 物品庫、 風除室 

平面図及び配置

図 
別紙２ のと おり  

 

２ ． 指定管理業務の期間 

  令和７ 年 10 月１ 日から 令和 10 年３ 月 31 日まで。  

 

３ ． 管理運営の基準及び業務内容 

管理運営の基準及び業務内容の基本的項目は下記のと おり と する 。ただし 、具体的な内

容は、 鷹栖町と 指定管理者が協議のう え決定する も のと する 。  

 

【 管理運営の基準・ 内容】  

( １ ) 施設の管理運営に関す

る 業務 

①運営業務の基本事項 

・ 利用者に対し て公平かつ適切なサービス の提供を行う こ と 。 

・ 利用者の安全対策を第一に運営する こ と 。  

・ 利用者に対応する 時は、 明る い笑顔で挨拶し 、 親切・ 丁寧を

心がける よ う 努める こ と 。  

・ 利用者のニーズを常に把握し 、 管理運営に反映する よ う 努め

る こ と 。  

・ 町民コ ミ ュ ニティ の構築を推進する ため、 憩いの場、 交流の

場と し て利用者に対する 質の高いサービス 提供を心がけ、自

ら の主催事業の企画開催や町内各種団体等の事業と 積極的

に連携を図る こ と 。  

・ 施設内を清潔に保つと と も に、光熱水費の節減に努める こ と 。 

・ 施設、 設備について、 日常又は定期的に必要な保守点検業務

を行う こ と によ り 、 最良の状態を維持し 、 利用者の安全確保

に努める こ と 。  

・ 災害、 事故時及び緊急時に備えた危機管理を徹底する こ と 。 
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②開館時間及び休館日 

・ 鷹栖町商業拠点施設設置及び管理に関する 条例（ 令和７ 年条

例第２ 号。以下「 条例」 と いう 。） 第５ 条の規定に基づき 運営

を行う 。  

○開館時間 指定管理者において別に定める 。  

○休 館 日 指定管理者において別に定める 。  

( ２ ) 特産品等の仕入、 販売、

精算等に関する 業務 
 

①特産品等の販売における 基本事項 

・ 物産館を運営する 団体と し て、町内事業者や各種団体と 緊密 

に連携し 、 町と の連絡調整を十分に図る こ と 。  

・ 町内の特産品等を仕入、 販売を行い、 販路及び消費拡大を図 

る こ と 。  

・ 町内企業、 連携団体、 姉妹都市等の商品取扱い、 Ｐ Ｒ 等を図

る こ と 。  

・ 仕入先へ販売し た商品の精算を適宜行う こ と 。  

②集落支援員の配置 

・ 事務局体制を強化する ために、 指定管理者の求めに応じ 、 集

落支援員（ 過疎地域における 集落対策の推進要綱（ 平成 25 年

３ 月 29 日付け総行応第 57 号） に基づく ） ２ 名を設置する 。 集

落支援員の配置に係る 経費（ 人件費、 活動に要する 経費） は、

別途、 町が負担し て支援する も のと し 、 詳細は町と 指定管理者

と で協議し て決定する 。なお、集落支援員を配置する にあたり 、

指定管理者は、 集落支援員候補者の選考、 集落支援員の労務管

理、集落支援員の活動が円滑に進むよ う に関係機関や住民と の

必要な調整を行う も のと する 。  

( ３ ) 施設の維持管理に関す

る 業務 

①維持管理 

・ 利用者が安全かつ快適に利用でき る よ う にする ための施設の

案内、秩序維持管理、利用の制限、衛生的環境の確保、火災・

盗難・ 事故・ 事件等の予防等に努める こ と 。  

万一、 事故（ 事件、 事故、 急病人やけが人など） 発生時には、

直ちに必要な措置を施すと と も に、 所轄の機関（ 警察、 消防

等） に連絡・ 通報する など適切な事故処理を行う こ と 。ま た、

速やかに鷹栖町に報告する こ と 。  

・ 災害の発生が予想さ れる 時の施設の閉鎖等必要な措置を判断

する 体制を確立する と と も に、 万一の災害発生時には、 利用

者の安全確保、 避難を優先し 、 適切な措置を講じ る こ と 。 ま

た、 速やかに鷹栖町に報告する こ と 。  

・ 災害、 犯罪その他緊急時における 利用者に対する 対応等につ

いて、 対応マニュ アルを作成する こ と 。  

・ 利用者、 来館者の急病、 けが等に対応でき る よ う 、 町並びに

近隣の医療機関・ 消防等と 連携し 、 迅速かつ的確に対処する

こ と 。  

②人員確保 

・ 施設の管理運営に支障がないよ う に、 業務の総括管理責任者

を配置する と と も に、 利用者対応要員、 維持管理担当要員等

を必要に応じ て配置し 、 適切な管理体制を整備する こ と 。 な

お、 管理運営組織図を作成する こ と 。  
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③備品等 

・ 備品等については、現状のま ま 無償で貸与する が、破損補充、

更新する 場合は、 事前に町と 協議し てから 実施する こ と 。  

・ 指定管理者は、 備品台帳を作成し 備品類を整理・ 管理する と

と も に、 購入及び破棄する 場合は、 事前に町と 協議し てから

実施する こ と 。  

・ 指定管理期間中に施設の管理運営経費によ り 購入し た物品に

ついては、 鷹栖町の所有に属する も のと する 。 ただし 、 指定

管理者の任意によ り 購入ま たは調達し た備品は、原則と し て

指定管理者の責任と 費用で撤去・ 撤収する 。  

④廃棄物等の処理 

・ 施設等の管理業務において発生し たゴミ について、 廃棄物の

処理及び清掃に関する 法律及び関係条令等に従い、 適切に処

理する こ と 。 なお、 処理に当たっては分別を徹底し 、 リ サイ

ク ルに努める こ と 。 ま た、 処理ま での間は衛生面にも 十分注

意を払う こ と 。  

⑤個人情報の保護 

・ 指定管理者は、 個人情報の保護に関する 法律第 66 条第２ 項

の規定によ り 準用する 同条第１ 項の規定によ り 指定管理者

が講ずる 安全管理措置を確実に実施し なければなら ない。指

定管理者が行う 管理業務に従事し ている 者又は従事し てい

た者は、 その業務に関し 知り 得た情報を漏ら し 、 又は自己の

利益のために利用し てはなら ない。  

⑥関係法令の遵守 

・ 指定管理者は、 次に掲げる 法令等及び本募集要項を遵守し な

ければなら ない。  

○地方自治法、 同法施行令ほか行政関連法 

○鷹栖町商業拠点施設設置及び管理に関する 条例及び同条例

施行規則 

○鷹栖町公の施設に係る 指定管理者の指定手続等に関する 条

例及び同条例施行規則 

○鷹栖町個人情報保護条例及び同条施行規則 

○鷹栖町行政手続条例 

○労働基本法、 労働安全衛生法ほか労働関係法規 

○消防法、 同法施行令ほか消防関連法 

○廃棄物の処理及び清掃に関する 法律及び関係条令 

○建築基準法、 同法施行令ほか建築関連法 

⑦保険の加入 

・ 指定管理者の責任に帰すべき 理由によ り 生じ る 損害賠償に対

応する ため、 必要な場合は、 適切な保険に加入する こ と 。 た

だし 、 町では、 次の保険に加入し ていま す。  

○建物災害共済 

( ４ ) 事業、 イ ベン ト 等の企

画実施に関する 業務 

①物産館運営における 基本事項 

・ 集落支援員を中心に地域や商工業の現状と 課題の把握する た

め、 住民や事業者ニーズの聞き 取り 等を行い、 賑わい創出に

つながる 事業、 イ ベント 等の企画運営に取り 組むこ と 。  
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４ ． 業務内容の実施細目 

●全般的事項 

①鷹栖町商業拠点施設設置及び管理に関する 条例（ 令和７ 年６ 月 16 日条例第２ 号） 及び鷹

栖町商業拠点施設設置及び管理に関する 条例施行規則（ 令和７ 年６ 月 16 日規則第 1 号）

に基づき 管理及び運営を行う こ と 。  

②管理体制や維持管理方法を工夫し 、 経費の節減に努める こ と 。  

③管理運営に係る 収入・ 支出の経理は独立し て行い、 必要な帳簿を作成する こ と 。  

④利用状況及び管理業務の実施状況について、 それぞれ日報等を備えて記録する こ と 。 

  ⑤利用促進対策を積極的に行う こ と 。  

  ⑥団体等、 利用者と 積極的に連携し た運営に努める こ と 。  

  ⑦町や関係機関が開催する 物産館の利用促進に向けた協議や会議等に参加する こ と 。  

 

（ １ ） 施設の管理運営に関する 業務 

①清掃等 

ア． 施設内の清掃、 ごみ拾い等を実施する こ と 。（ 適宜実施）  

   ・ 施設内の清掃等 

    （ 必要に応じ て、 窓ガラ ス 、 マッ ト 、 床面のワ ッ ク ス 塗装の実施）  

   ・ 駐車場の清掃等 

   ・ 施設全域のごみの収集 

②軽作業 

 ア． 施設入口前の除雪を実施する こ と 。  

③点検等 

   ア． 施設の安全管理を実施する こ と 。  

   イ ． 施設利用者の利用に支障を与えない温度管理を実施する こ と 。  

  ④施設利用者等への支援・ 相談等に関する 業務 

   ア． 各種問合せへの対応を行う こ と 。  

   イ ． 要望や苦情、 ト ラ ブル等への対応を行う こ と 。  

（ ２ ） 特産品等の仕入、 販売、 精算等に関する 業務 

   ア． 町内の特産品等の仕入、 販売を行う こ と 。 仕入先への精算は適宜行う こ と 。  

   イ ． 町内企業、 連携団体、 姉妹都市等の商品取扱い、 Ｐ Ｒ 等を図る こ と 。  

   ウ ． 必要に応じ て販売に必要な許認可取得、 研修受講を行う こ と 。  

（ ３ ） 施設の維持管理に関する 業務 

   ア． 施設内の自動ド ア、 電気設備、 空調機器、 給排水設備等については、 法令を遵守し た

点検又は良好な維持管理及び、 故障時には速やかに修理を行う こ と  

   イ ．空調等の保守管理や修繕に必要な知識や技術を有し ない場合は、 町と 協議し 、 承認を

得て、 一部を専門業者に委託する 等し て、 機能と 清潔の保持に努める こ と  

   ウ ． 一件あたり 10 万円以上の経費がかかる 修繕は町と 協議を行った上、 町で負担する 。

10 万円未満の修繕は指定管理者が負担する 。 ただし 、 年間を通じ た修繕費の指定管

理者負担額が多額になる 場合には、指定管理者と 町が協議の上、負担割合を決める も

のと し ま す。  
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（ ４ ） 事業、 イ ベント 等の企画実施に関する 業務 

   ア． 集落支援員を中心に地域や商工業の現状と 課題の把握する ため、 住民や事業者ニー

ズの聞き 取り 等を行い、 賑わい創出につながる 事業、 イ ベント 等の企画運営に取り

組むこ と 。  

イ ． 町が必要と する 会議、 研修への参加に努める こ と 。  

ウ ． 地域住民に対し て必要な情報の発信に積極的に取り 組むこ と 。  

 

５ ． 業務実施に係る 確認事項等 

（ １ ） 事業計画書の提出 

指定管理者は、 令和８ ～９ 年度は、 前年度末ま でに、 指定管理業務に係る 事業計画書を、

鷹栖町と 協議の上作成し 提出する こ と 。  

ま た、 鷹栖町及び指定管理者は、 事業計画を変更し よ う と する と き は、 両者の協議によ り

決定する こ と と する 。  

 

（ ２ ） 事業報告書の提出 

指定管理者は、 毎年度、 業務を完了し たと き は、 速やかに次に掲げる 事項を記載し た事業

報告書を鷹栖町に提出する こ と 。  

①管理運営業務の実施状況 

②施設の利用状況 

③管理経費の収支状況 

④その他鷹栖町が指示する 事項 

 

（ ３ ） 業務実施状況の確認等 

①鷹栖町は、指定管理者が提出し た事業報告書に基づき 、業務の実施状況及び施設の管理状

況等の確認を行う 。  

②鷹栖町は、 業務の実施状況等を確認する こ と を目的に、 随時に調査し 、 指定管理者に対し

て報告を求める こ と ができ る 。  

③上記の確認の結果、鷹栖町は、指定管理者に対し て業務の改善等を指示する こ と ができ る 。 

④指定管理者は、前記の指示があった場合は、速やかにその指示に応じ なければなら な

い。  
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物産館 

チャ レ ン ジ 

ショ ッ プ 

（ 予定）  
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（ 別紙３ ）  

 

鷹栖町物産館管理業務費用負担区分 

 

指定管理者が負担する 施設設備に係る 各種業務及び費用 

 名    称 内  容  等 
法 定 

任 意 
備  考 

建 

物 

管 

理 

電気料 
施設照明、機械器具、冷

暖房 
 ツルハへ定額支払 

上下水道料 上下水道料金  ツルハへ定額支払 

燃料費 プロ パンガス   ツルハへ定額支払 

委託料 

除雪  ツ ルハへ定額支払 

施設警備   

通信運搬費・ 手数料 管理事務に要する 経費   

修繕料 設備、 備品等の修繕  別紙４ 参照 

消耗品費 
施設管理、 運営に要す

る 消耗品 
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（ 別紙４ ）  

 

鷹栖町物産館、 設備補修業務費用負担区分 

 

  施設及び設備並びに備品等が破損若し く は損傷し た場合は、 １ 件につき 10 万円（ 消費 

 税及び地方消費税を含む。） 未満の修繕等については指定管理者が負担し 、 １ 件につき 10 

 万円（ 消費税及び地方消費税を含む。） 以上のも のについては町が自己の費用と 責任にお 

 いて実施する 。  

 

負担する 者 区   分 具 体 例 

町 

主要構造部（ 屋根・ 壁・ 基礎・ 土

台・ 柱・ 床・ 梁等） 及び経年変化、

通常損耗等によ る 変化 

○室内塗装  

○外壁張替・ 塗装 

○給排水・ 電気設備改修  

指定管理者 

小破修繕及び不注意や不具合の

放置等によ る 汚損 

○小破修繕（ 10 万円未満の修繕）  

 

○消耗品的なも の 

（ 床ワ ッ ク ス・ 窓清掃、電球・ 蛍光灯

の取替え、 備品修繕等）  

 

○不注意や不具合の放置によ る 汚損 
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（ 別紙５ ）  

 

鷹栖町物産館リ ス ク 分担表 

 

段 

階 

分   類 概      要 

負担する 者 

町 
指 定 

管理者 

申 
 

請 

公募要領リ ス ク  
公募要領の誤り に関する も の、内容の変更に関

する コ ス ト 変動 
○  

許認可コ ス ト  
管理運営に必要と さ れる 許認可を 取得する 費

用 
 ○ 

引継コ ス ト  業務引継ぎに要する 費用  ○ 

運 
 

 
 

営 

需用変動リ ス ク  

管理運営の実施計画の不備に関する リ ス ク   ○ 

収入減など 当初見込みと 異なる 状況における

リ ス ク  
 ○ 

町以外の要因によ る 運営費膨張のリ ス ク   ○ 

運営リ ス ク  

管理上の瑕疵によ る 臨時休館等に伴う 運営リ

ス ク  
 ○ 

施設、機器の不備や火災等の事故によ る 臨時休

館等に伴う 運営リ ス ク  
○ 注１  

施設構造リ ス ク  

管理上の瑕疵によ る 施設機器等の損傷リ ス ク   ○ 

施設構造に起因する 場合、若し く は上記以外に

よ る 施設機器等の損傷 
○ 注１  

損害賠償リ ス ク  

管理上の瑕疵によ る 事故及びこ れに伴う 利用

者への損害 
 ○ 

施設、機器の不備によ る 事故及びこ れに伴う 利

用者への損害 
○ 注１  

主催事業の実施に伴う 利用者への損害  ○ 
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債務不履行リ ス

ク  

町の協定内容の不履行 ○  

指定管理者によ る 業務及び協定内容の不履行  ○ 

共 
 

通 

制度・ 法令変更 

リ ス ク  

管理運営業務に及ぼす関係法令・ 許認可等の変

更等に係る リ ス ク  
注２  

物価変動リ ス ク  
急激なイ ンフレ、デフレ に伴う コ ス ト 増減リ ス

ク  
○ 注３  

不可抗力リ ス ク  

天災地変、暴動などの町及び指定管理者のいず

れの責めにも 帰すこ と のでき ない事由によ る

業務の変更、 又は中止のリ ス ク  

○ 注３  

 

注１  基本的には町の負担と する が、指定管理者が、施設構造や機器の不備を認識し ている

にも 関わら ず、 町への報告など適切な対応を欠いている 場合には、 指定管理者のリ ス ク

と する 。  

 

注２  制度・ 法令変更によ り 、管理運営に追加費用が発生し 、 又は減額し た場合のリ ス ク 負

担は次のと おり と する 。  

（ １ ） 税法（ 消費税及び地方消費税を除く ） 又は社会保険料等の変更の場合、 指定管理料は

変更し ない。  

（ ２ ） 消費税及び地方消費税の税率の変更の場合、指定管理料は消費税額に相当する 金額を

変更する 。  

（ ３ ） 税法又は社会保険料等以外の法令の変更の場合、甲乙協議の上指定管理料を変更する

こ と ができ る 。  

 

注３  物価変動及び不可抗力等によ る リ ス ク 負担は次のと おり と する 。  

（ １ ）  協定締結日を基準日と し て、 総務省統計局発表の消費者物価指数（ 北海道） 又は厚

生労働省北海道労働局発表の最低賃金が 20％以上変動し た場合は、 甲乙協議の上指定 

  管理料を変更する こ と ができ る 。  

（ ２ ）  天災地変等誰の責めでも ない理由によ り 、 管理運営に追加費用が発生し 、 又は減額

し た場合には、 甲乙協議の上、 指定管理料を変更する こ と ができ る 。  

 


